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西柴防災ニュース 西柴団地自治会防災部
横浜市金沢区西柴四丁目１－１１
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2024年11月17日(日)「西柴小地域防災拠点訓練」を実施し、被災を想定した防災拠点の
立上げと、運営に必要な各班の動作や備蓄倉庫・備蓄品などを一つひとつ丁寧に確認しました。
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避難者受付

避難所設営(体育館*)

区役所直通回線確保
(職員室前)

ハマッコトイレ設営

炊き出し器“かまど君”

ハマッコトイレ用
注水ポンプ動作確認

資機材の搬出
(Ｃ棟前備蓄倉庫)

西柴小学校
(地域防災拠点)

校庭

正門 臨時公衆電話回線確保
(Ｃ棟横)

受付

避難者受付時に検温を実施し、健康な方、感染症
の疑いのある方、ケガ人などの行き先をお伝えします

避難者用の米炊飯
（今回は炊飯袋(ポリプロピレン製)
を使い、湯煎でご飯を炊きました。）

公衆電話２回線の利用を確認

直通連絡用回線を電話機と繋ぎ
金沢区役所と通話できる事を確認

ハマッコトイレ用
マンホール上に設営します

プールからの注水訓練を実施

資機材を搬出して防災拠点を設営

*体育館はＣ棟3階

避難者用テントと段ボールベッドを設営
体育館でWi-Fiが使用できる事も確認
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救護室
(Ｃ棟1階図工室)

避難者等の応急手当

プ
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ル

裏門

避難者導線
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そもそも”地域防災拠点”とは？

✓地震等の災害において自宅に住めなくなった時に、一定期間避難生活を送る場所です。

その他にも“いっときの避難場所”や”広域避難場所”、”風水害避難場所”があります。

詳細は防災ニュース第60号を参照下さい

横濱サウス自治会

西柴団地自治会

「西柴小地域防災拠点」について

✓西柴小学校に避難した住民や地域の在宅

被災者に対し、救護・救援等を行う支援拠

点の役割を担います。

✓対象区域は、西柴団地自治会と横濱サウ

ス自治会が横浜市により指定されています。

✓震度５(強)以上の地震が発生した場合、

地域防災拠点を立ち上げます。

✓災害時、運営委員は予め割り当てられている役割分担に沿って運営します。

・西柴団地自治会および横濱サウス自治会の住民代表

 （役員やブロック長、組長などが中心）

・西柴小学校管理者（校長先生や副校長先生など）

・横浜市職員（金沢区災害対策本部学校拠点班員）

・金沢消防団第二分団員、防災協力団体

2024年度は合計90名※ (自治会の推薦等による)

※運営委員会経験者と初参加の割合は半々程度

運
営
委
員
構
成

✓災害時には西柴小地域防災拠点運営

委員会が中心となり運営を行ないます。

本部 ・拠点運営総合調整、区災害対策本部との連絡調整（両自治会長・学校管理者・行政機関・消防団等）

情報班
・状況把握 (避難者状況、被災状況、等)

・支援情報周知、他防災拠点との情報交換

食料・
物資班

・食料や物資の必要量の把握、炊き出し支援

・避難者、在宅被災者への飲食料調達・提供

避難者
管理班

・避難者名簿、受入、生活ルール運用、等

・避難者による避難所運営班の組織化
救護班

・避難者や地域住民の救護（応急手当）、等

・地域内診療所との連携、救急病院への搬送

環境
衛生班

・トイレ確保、衛生管理、生活用水確保

・避難所運営班への上記業務の移管

学校再開
準備班

・臨時PTA及び保護者説明会等の開催

・暫定カリキュラム編成、金沢区との調整

（参考：西柴小学校地域防災拠点運営マニュアル等）

(出典)横浜市ホームページ

金沢区防災マップ より

西柴小地域防災拠点地域

を切り抜き、一部追記

上記表は各班の役割を抜粋・要約したものです
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※1 いっとき避難場所 1・2・3ブロック→西柴第1公園
4・5・7ブロック→西柴第3公園
6・8・9ブロック→称名寺東公園

※2 広域避難場所 西柴1丁目～4丁目→長浜公園一帯
  金沢町、柴町→称名寺裏山一帯

地域防災拠点とは
自宅に住めなくなったときに一定期
間避難生活を送る場所です。

西柴小学校が指定されています。

在宅避難のすすめ
今回の拠点訓練で、実際に西柴小学校の体育館で避難生活を続けられるのは、密閉・密集・

密接のリスクや生活スペースを考えると50名ほどだと分かりました。

避難とは難を避けることであり、安全を確保することです。避難所に行くことだけが避難行動ではな

いということを考えてみたいです。

在宅避難のメリット

◉住み慣れた家で、家族と普段に近い環境で生活できます！

◉プライバシーを守れるため、ストレスを軽減できます！

◉ペットもいつもと同じ環境で、一緒にいられます！

◉感染症のリスクを減らすことができます！

※1

※2

在宅避難をする場合

でも、地域防災拠点で

「避難者カード」を記入

し提出することで、避難

者として登録されます。

登録された避難者数

を目安に、後日、地域

防災拠点に支援物資が

届きます。

身の安全を確保するために一時
的に避難する場所です。家族や自
治会町内会などで近所の安全な
場所を事前に決めておきます。

火災が拡大した場合に、
熱や煙から一時的に避難
する場所です。

もしもの時にお互い協力しあえるように、
事前に親戚や友人と相談しておきましょう。

自宅建物が倒壊や火災の

危険がなく住み続けられるの
であれば、あえて地域防災
拠点へ避難する必要はあり
ません。

物資の分配
を受ける場合
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自宅が被災した際は、安全な場所に避難し避難生活を送ることになります。非常時に持ち出す
べきものをあらかじめリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。

(出典) 首相官邸ホームページ4
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No.57

非常用持ち出しバッグの準備、できていますか？

No.61
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